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調査委託契約標準契約書 

平成１５年１０月 １日制定 

（中略） 

２０２４年 ３月２９日改正 

２０２５年 ３月２８日改正 

 

 

（目 次）   

 １．調査委託契約標準契約書雛型    

    ２．調査委託契約約款       

    （１）約款本文 

      第１章 委託業務の実施（第１条－第６条） 

      第２章 変更手続（第７条－第８条） 

      第３章 概算払・確定（第９条－第１６条） 

      第４章 成果の取扱（第１７条－第１９条） 

第５章 雑則（第２０条－第３８条） 
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      附則 

    （２）様式              

    （３）別紙        

    （４）調査委託費積算基準 

                                           

１．調査委託契約標準契約書雛型 （略） 

第１条 ～ 第６条 （略） 

 

（為替レートの約定） 

 調査委託契約標準契約書 

平成１５年１０月 １日制定 

（中略） 

２０２４年 ３月２９日改正 

 

 

 

（目 次）   

 １．調査委託契約標準契約書雛型    

    ２．調査委託契約約款       

    （１）約款本文 

      第１章 委託業務の実施（第１条－第６条） 

      第２章 変更手続（第７条－第８条） 

      第３章 概算払・確定（第９条－第１６条） 

      第４章 成果の取扱（第１７条－第１９条） 

第５章 雑則（第２０条－第３８条） 

特記事項 

      附則 

    （２）様式              

    （３）調査委託契約約款別表       

    （４）調査委託費積算基準 

                                           

１．調査委託契約標準契約書雛型 （略） 

第１条 ～ 第６条 （略） 

 

（新設） 
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第７条 乙（再委託先又は共同実施先を含む。）が日本国以外の国の法令に基づいて

設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○

である場合には、本契約において甲の負担すべき額を円貨換算するための為替レ

ートは次のとおりとする。  

  約定為替レート    円／○○ 

 

 （注：為替レートの約定を必要としない場合には、本条を削り、第８条を第７条

に、第９条を第８条にする。） 

 

（不正行為等に対する措置） 

第８条 乙が、甲との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、甲

は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 

 

（存続条項） 

第９条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、

第４条及び前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものと

する。 

 

２．調査委託契約約款 

（１）約款本文  

第１条 ～ 第４条 （略） 

 

（委託業務の実施に要する経費の支出） 

第５条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目

に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された

実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不正行為等に対する措置） 

第７条 乙が、甲との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、甲

は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 

 

（存続条項） 

第８条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、

第４条及び前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものと

する。 

 

２．調査委託契約約款 

（１）約款本文  

第１条 ～ 第４条 （略） 

 

（委託業務の実施に要する経費の支出） 

第５条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目

に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された

実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、
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乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分について調査委託費積算基準に

基づく支出により変更する場合、次に掲げる大項目のⅠ及びⅡの合計金額の５

０％以内に限り、流用（Ⅲ間接経費及びⅣ再委託費・共同実施費との間の流用を

除く。）することができる。 

   Ⅰ 労務費 

    Ⅱ その他経費 

    Ⅲ 間接経費 

    Ⅳ 再委託費・共同実施費 

 

第６条 ～ 第７条 （略） 

 

（実施計画書等の変更） 

第８条 

第１項 ～ 第２項 （略） 

３ 甲は、第１項の規定により乙から申請があった場合は、遅滞なく承認又は不承

認の通知を乙に行うものとする。 

第４項 ～ 第７項 （略） 

 

第９条 ～ 第１０条 （略） 

 

（検査及び報告の徴収） 

第１１条 

第１項 ～ 第６項 （略） 

７ 乙は、前項の通知を受けたときは、別紙に定める書類その他甲が別に定める書

類等を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査

場所に乙の負担で派遣するものとする。 

乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分について調査委託費積算基準に

基づく支出により変更する場合、次に掲げる大項目のⅠ及びⅡの合計金額の５

０％以内に限り、流用（Ⅲ間接経費及びⅣ再委託費との間の流用を除く。）するこ

とができる。 

   Ⅰ 労務費 

    Ⅱ その他経費 

    Ⅲ 間接経費 

    Ⅳ 再委託費 

 

第６条 ～ 第７条 （略） 

 

（実施計画書等の変更） 

第８条 

第１項 ～ 第２項 （略） 

３ 甲は、第１項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から１０日

以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 

第４項 ～ 第７項 （略） 

 

第９条 ～ 第１０条 （略） 

 

（検査及び報告の徴収） 

第１１条 

第１項 ～ 第６項 （略） 

７ 乙は、前項の通知を受けたときは、調査委託契約約款別表に掲げる書類その他

甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明でき

る者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。 
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第８項 ～ 第９項 （略） 

 

第１２条 ～ 第２７条 （略） 

 

（外国法人の特例） 

第２７条の２ 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、本条

に規定するところによる。 

２ 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠す

るものとする。 

３ 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。 

４ 本契約は日本語を正文とする。参考のため英文訳が作成された場合であって

も、日本語の正文のみが契約としての効力を有し、英文訳にはいかなる効力も有

しないものとする。 

５ 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書類、報告書等のう

ち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するも

のとし、本契約に係る協議､連絡､打合わせ等において日本語を使用することがで

きるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。 

６ 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡

を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更した

ときは、速やかに甲に通知するものとする。 

 

第２８条 ～ 第３４条 （略） 

 

（存続条項） 

第３５条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第２１条、第２２条若しくは第２

３条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項

第８項 ～ 第９項 （略） 

 

第１２条 ～ 第２７条 （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８条 ～ 第３４条 （略） 

 

（存続条項） 

第３５条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第２１条、第２２条若しくは第２

３条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項
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については、引き続き効力を有するものとする。 

一 （略） 

二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 

第２条第２項及び第３項、第３条、第５条、第８条第７項、第１１条第１項か

ら第８項まで、第１２条から第１６条まで、第１７条第４項、第１８条第２項、

第１８条の２、第１９条第１項から第３項まで、第２０条、第２１条、第２４条、

第２５条、第２６条から第２８条まで、第３０条から第３３条まで 

三 （略） 

 

第３６条 ～ 第３８条 （略） 

 

特記事項 （略） 

 

附 則 

 この標準契約書は、平成１６年４月１日から施行する。 

  （中略）  

附 則 

１．この標準契約書は、２０２４年４月１日から施行し２０２４年度事業から

適用する。 

２．ただし、改正後の約款第３７条の規定は、２０２４年４月１日以降に締結

した契約（変更契約を含む。）から適用し、同日前に締結した契約について

は、なお従前の例による。  

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２５年４月１日から施行し適用する。 

２．ただし、改正後の約款第２７条の２の規定は、２０２５年４月１日以降に

については、引き続き効力を有するものとする。 

一 （略） 

二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 

第３条、第１６条、第１８条の２、第１９条、第２５条、第２６条から第２８

条まで、第３０条、第３２条及び第３２条の２ 

 

 

三 （略） 

 

第３６条 ～ 第３８条 （略） 

 

特記事項 （略） 

 

附 則 

 この標準契約書は、平成１６年４月１日から施行する。 

  （中略） 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２４年４月１日から施行し２０２４年度事業から

適用する。 

２．ただし、改正後の約款第３７条の規定は、２０２４年４月１日以降に締結

した契約（変更契約を含む。）から適用し、同日前に締結した契約について

は、なお従前の例による。  

 

（新設） 
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締結した契約（変更契約を含む。）から適用し、同日前に締結した契約につ

いては、なお従前の例による。 

 

（２）様式 （略） 

 

（３）別紙 

別紙１－１ 経費発生調書 

別紙１－２ ～ 別紙５－２ （略） 

別紙６ ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（時間単価用） 

別紙７ 委託業務従事日誌 

別紙８ （略） 

別紙９ ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（エフォート専従者用） 

別紙１０ ～ 別紙１１－１ （略） 

別紙１１－２ エフォート証明書 

別紙１２ ～ 別紙１６ （略） 

 

（４）調査委託費積算基準 

第１ （略） 

 表 

 

 

 

（２）様式 （略） 

 

（３）調査委託契約約款別表 

別紙１－１ 経費発生調書 

別紙１－２ ～ 別紙５－２ （略） 

別紙６ ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（時間単価用） 

別紙７ 委託業務従事日誌 

別紙８ （略） 

別紙９ ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（エフォート専従者用） 

別紙１０ ～ 別紙１１－１ （略） 

別紙１１－２ エフォート証明書 

別紙１２ ～ 別紙１６ （略） 

 

（４）調査委託費積算基準 

第１ （略） 

 表 
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第２ （略） 

第３ （略） 

 

第２ （略） 

第３ （略） 


